
































種　類 特　色　（内　容）

為
替
業
務

フ
ァ
ー
ム

バ
ン
キ
ン
グ

全国の金融機関とオンラインで結び、迅速・正確・安全にご送金・お振込・代金取立などを行います。
輸出入取引・外国送金・外貨預金などを取り扱っています。
外貨の買取・売却等をいたします。
毎月のお給料やボーナス、お受取りになる年金をご指定の預金口座に直接入金いたします。
公共料金・税金・保険料などをご指定の預金口座から自動的にお支払いたします。
デビットカード取扱加盟店で商品等をご購入される際に、当金庫のキャッシュカードを利用して口座から
直接引き落とすことで代金を支払うことができるサービスです。
携帯電話やスマートフォンでアプリを操作することで、お客さまの預金口座から資金を引き落として
「おサイフケータイⓇ」に電子マネー（楽天Edy）をチャージ（入金）できるサービスです。
Pay-easy（ペイジー）口座振替受付マークのついた端末が設置されている企業の受付窓口にキャッシュ
カードを提示するだけで、口座振替の手続きができるサービスです。
手形・振込に代わる新たな決済手段である電子記録債権「でんさい」をご利用いただけます。
毎日の預金残高、お取引明細などのお知らせと、お客さまからの照会をお受けします。
あらかじめ登録された口座への振込・振替を行うことができます。
パソコンや専用端末から総合振込・給与振込・口座振替のデータ伝送サービスをご利用いただけます。
当日残高・支払可能残高、2ヵ月以内の最新10取引の入出金明細の照会ができます。また、通帳・証書・キャッシュ
カード及び印鑑などの紛失・盗難の際に支払停止、利用停止などのお手続きをいたします。
公共債及び投資信託の窓口販売業務を行っています。
インターネットを利用して投信の購入・売却申込み、積立投信（定時定額）の新規・変更申込み、残高・取引照会、資
産管理などのサービスをご利用いただけます。
お客さまのニーズにお応えするため、さまざまな保険商品を取り扱っています。
しんきん信託銀行の土地信託、公益信託、特定贈与信託業務の代理をいたします。
運営管理機関として確定拠出年金業務を取り扱っています。詳細については、信金中央金庫の確定拠出年金イン
フォメーションサービス（http://www.dcnavi.jp/shinkin/）をご覧ください。
総合口座、住所変更、カードローンなどを郵送でお申込みいただけます。
法人や個人事業主のお客さまから委託された代金を口座振替を利用して回収いたします。
当金庫のお客さまの売上代金の回収をコンビニエンスストアで24時間365日行うことができるサービスです。

給与振込・年金自動受取
自　 動　 振　 替

デビットカードサービス

しんきん電子マネー
チャージサービス（楽天Edy）
Pay-easy（ペイジー）
口座振替受付サービス
でんさいネットサービス
アンサー照会・通知サービス
アンサー振込・振替サービス

パソコンサービス

内　国　為　替
外　国　為　替

両　替

テレホンバンキングサービス

資 金 証 券 業 務
投信インターネットサービス

（個人向け）
保 　険 　業 　務
信託契約代理業務

確定拠出年金業務

メールオーダーサービス
代金回収サービス（Ｅ-ＮＥＴ）
あいしんコンビニ収納サービス

キャッシュサービス（ATM・CD）
　当金庫のATMでのお預
け入れ、お引き出し、お振
込、通帳記入、残高照会の
ほか、全国の信用金庫及び
提携金融機関のATMで入
出金ができます。

　パソコンからインターネットを通じてお振込や残高
照会、税金・各種料金の収納サービスなどがご利用い
ただけます。個人のお客さまは携帯電話（スマートフォ
ンを含む）からもご利用いただけます。

保管サービス
■貸金庫・保護預かり
　重要書類・貴重品
など大切な財産を盗
難や火災からお守り
します。

■夜間金庫
　当日の売上代金等
を夜間・休日にお預
かりし、翌営業日に
預金口座へ入金いた
します。

インターネットバンキング

各種サービス

詳しくは P.33　

委託会社ファンド名

海
外
債
券
型

国
内
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券
型

国
内
株
式
型

海
外
株
式
型

バ
ラ
ン
ス
型
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ニッセイ日本インカムオープン〔愛称：Ｊボンド〕
ニッセイ日本インカムオープン（年1回決算型）〔愛称：Ｊボンド（年1回決算型）〕
しんきん公共債ファンド〔愛称：ハロー・インカム〕
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）〔愛称：グロソブN〕
ニッセイ／パトナム・インカムオープン
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）〔愛称：ハッピークローバー〕
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）〔愛称：ハッピークローバー1年〕
世界のサイフ
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド〔愛称：トリプルエース〕
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）〔愛称：杏の実〕
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）〔愛称：杏の実（年1回決算型）〕
ニッセイ高金利国債券ファンド〔愛称：スリーポイント〕
ピムコ世界債券戦略ファンド（年1回決算型）Dコース（為替ヘッジなし）
ニッセイ日本勝ち組ファンド（3ヵ月決算型）
しんきん好配当利回り株ファンド（3ヵ月決算型）〔愛称：四季絵巻〕
しんきんインデックスファンド225
日経225リスクコントロールオープン
しんきんＪＰＸ日経400オープン
しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
ＧＳ ＢＲＩＣｓ株式ファンド
しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド〔愛称：情熱アジア大陸〕
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ヘッジ型）〔愛称：ＮＹドリーム〕
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）〔愛称：ＮＹドリーム〕
しんきん3資産ファンド（毎月決算型）
しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）
しんきん世界アロケーションファンド
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）〔愛称：D･51デゴイチ〕
ＤＩＡＭ世界3資産オープン（毎月決算型）〔愛称：ハッピーハーモニー〕
しんきんＪリートオープン（毎月決算型）
しんきんＪリートオープン（1年決算型）
三井住友・グローバル・リート・オープン〔愛称：世界の大家さん〕
三井住友・グローバル・リート・オープン（1年決算型）〔愛称：世界の大家さん（1年決算型）〕
新光ＵＳ-ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）〔愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）〕

ニッセイアセットマネジメント
ニッセイアセットマネジメント
しんきんアセットマネジメント投信
国際投信投資顧問
国際投信投資顧問
ニッセイアセットマネジメント
ＤＩＡＭアセットマネジメント
ＤＩＡＭアセットマネジメント
日興アセットマネジメント
ＤＩＡＭアセットマネジメント
大和証券投資信託委託
大和証券投資信託委託
ニッセイアセットマネジメント
ニッセイアセットマネジメント
ニッセイアセットマネジメント
しんきんアセットマネジメント投信
しんきんアセットマネジメント投信
ＤＩＡＭアセットマネジメント
しんきんアセットマネジメント投信
しんきんアセットマネジメント投信
三井住友アセットマネジメント
ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント
しんきんアセットマネジメント投信
三井住友アセットマネジメント
三井住友アセットマネジメント
しんきんアセットマネジメント投信
しんきんアセットマネジメント投信
しんきんアセットマネジメント投信
大和証券投資信託委託
ＤＩＡＭアセットマネジメント
しんきんアセットマネジメント投信
しんきんアセットマネジメント投信
三井住友アセットマネジメント
三井住友アセットマネジメント
新光投信

　投資信託をお申込みの際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。詳細につきましては、お近くの営業店、相談プラザへお問い合わせください。

金融商品に係る勧誘方針
　当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の
適正の確保を図ることとします。

当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をしていただくために、当該
金融商品の重要事項について説明をいたします。
当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に
努めます。
当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
金融商品の販売等に係る勧誘についてのご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

1.
2.

3.

4.
5.

（注）当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の『企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務』および　
　　『個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更』に関しても本勧誘方針を準用いたします。

◆ 投資信託商品

業務のご案内
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「破綻先債権」（A）とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他
の事由により、元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計
上しなかった貸出金（未収利息不計上貸出金）のうち、次のいずれかに該当する債務者に
対する貸出金です。
　　① 更生手続開始の申立てがあった債務者
　　② 再生手続開始の申立てがあった債務者
　　③ 破産手続開始の申立てがあった債務者
　　④ 特別清算開始の申立てがあった債務者
　　⑤ 手形交換所等による取引停止処分を受けた債務者
「延滞債権」（B）とは、未収利息不計上貸出金のうち次の２つを除いた貸出金です。
　　① 上記「破綻先債権」に該当する貸出金
　　② 債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金
「３ヵ月以上延滞債権」（H）とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以
上延遅している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出金です。

「貸出条件緩和債権」（Ｉ）とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金
利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決
めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しない貸出
金です。
なお、これらの開示額（A、B、H、Ｉ）は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可
能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、全て
が損失となるものではありません。
「担保・保証額」（Ｄ、Ｋ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証
による回収が可能と認められる額の合計額です。
「個別貸倒引当金」（Ｆ）は、貸借対照表上の個別貸倒引当金の額のうち、破綻先債権額
（Ａ）・延滞債権額（Ｂ）に対して個別に引当計上した額の合計額です。
「貸倒引当金」（Ｍ）には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額のうち、３ヵ月以上延滞債
権額（Ｈ）・貸出条件緩和債権額（Ｉ）に対して引当てた額を記載しています。

◆ 貸出金業種別内訳

◆ 消費者ローン・住宅ローン残高

◆ 金融再生法開示債権 ◆ 金融再生法開示債権保全状況

◆ 貸倒引当金内訳

◆ 貸出金償却（単位：百万円）
平成25年度 平成24年度
22,310
77,746

平成26年度
 23,802
74,813

333,319
平成25年度
101,091消 費 者 ロ ー ン

住 宅 ロ ー ン

平成25年度 平成26年度
（単位：千円）

（注）消費者ローンには、カードローンと総合口座貸越が含まれます。 

貸 出 金 償 却

平成25年度
貸出先数業種区分 貸出金残高 構成比

533
138
27
4

971
1
25
130
881
31
756
11
87
28
383
225
36
133
419

4,819
13

28,731
33,563

20,488
637
331
222

16,334
34
777

16,378
19,516
9,425
41,044
763
794

2,365
4,528
4,836
1,426
15,261
6,102

161,271
12,762
105,999
280,033

7.31 
0.22 
0.11 
0.07 
5.83 
0.01 
0.27 
5.84 
6.96 
3.36 
14.65 
0.27 
0.28 
0.84 
1.61 
1.72 
0.50 
5.44 
2.17 
57.58 
4.55 
37.85 
100.00 

（単位：先、百万円、％）
平成26年度

貸出先数 貸出金残高 構成比
537
131
24
4

974
3
24
123
845
33
720
12
108
23
369
219
37
140
449

4,775
12

28,357
33,144

19,407
603
365
168

15,023
37
723

28,230
18,331
9,320
39,322
920

1,015
1,987
4,651
4,241
1,390
19,455
6,725

171,923
11,482
104,782
288,187

6.73 
0.20 
0.12 
0.05 
5.21 
0.01 
0.25 
9.79 
6.36 
3.23 
13.64 
0.31 
0.35 
0.68 
1.61 
1.47 
0.48 
6.75 
2.33 
59.65 
3.98 
36.35 
100.00 

製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他のサービス
　　　　　 　  小　　計
国・地方公共団体等
個人（住宅・消費・納税資金等）
　　　　　 　  合　　計

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。

P.55に記載しています。

4.

5.

6.

7.

8.

（注）1.

2.

3.

（Ｃ）＋（ J ）
（A） 
（B）
（Ｃ）＝（A）＋（B）
（D） 
（ E）＝（Ｃ）－（D） 
（ F）
（G）＝（ F ）／（E）×100 
（H） 
（ I ）
（ J ）＝（H）＋（ I ） 
（K） 
（ L）＝（ J ）－（K） 
（M） 
（N）＝（M）／（L）×100

リスク管理債権の合計額
破綻先債権額
延滞債権額
合計
担保・保証額
回収に懸念がある債権額
個別貸倒引当金
同引当率 
３ヵ月以上延滞債権額
貸出条件緩和債権額
合計
担保・保証額
回収に管理を要する債権額
貸倒引当金
同引当率

区　　　　分 平成25年度
14,289
540

11,237
11,778
7,757
4,020
4,020

100.00%
181

2,330
2,511
1,419
1,092
301

27.55%

平成26年度
12,742
275

10,441
10,716
6,611
4,104
4,104

100.00%
114

1,912
2,026
964

1,062
425

40.05%

（単位：百万円）

信用金庫法に基づくリスク管理債権の状況

平成25年度 平成26年度
1,159
9,645
2,026

277,619
290,451
4.41%

2,226
9,602
2,511

268,392
282,733
5.07%

（単位：百万円）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
正常債権
合計
不良債権比率

（単位：百万円）

（注）貸倒引当金は個別貸倒引当金及び要管理債権に対して計上している一般貸倒引当金の合計額です。

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再
生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権
及びこれらに準ずる債権です。
「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び
経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができな
い可能性の高い債権です。
「要管理債権」とは、「３ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する
貸出金をいいます。
「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であ
り、 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外
の債権をいいます。

金融再生法上の不良債権 
　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権
　　危険債権
　　要管理債権
保全額 
　　貸倒引当金
　　担保・保証等
保全率 
担保・保証等控除後債権に対する引当率 

（Ａ）

（Ｂ）
（Ｃ）
（Ｄ）
（Ｂ）／（Ａ）×100
（Ｃ）／（（Ａ）－（Ｄ））×100

平成26年度平成25年度
14,340
2,226
9,602
2,511
13,548
4,324
9,224

94.47%
84.52%

 12,832
1,159
9,645
2,026
12,195
4,531
7,663

95.03%
87.68%

金融再生法に基づく開示債権の状況

◆ 有価証券の種類別の残存期間別残高

◆ 有価証券平均残高

有価証券等に関する指標
（単位：百万円）

国 債
地 方 債
社 債
株 式
外 国 証 券
その他の証券
国 債
地 方 債
社 債
株 式
外 国 証 券
その他の証券

1年以下 1年超3年以下 3年超5年以下 5年超7年以下 7年超10年以下 期間の定めのないもの
60
―

917
―
―
―
6
2

1,328
―
―
7

28,098
5,729
4,746

―
―
―
―
―

775
―
―
―

4,090
―

9,771
―
―
―

1,050
7,791
20,918

―
―
―

14,114
91,035
95,283

―
―
―

23,076
123,752
121,969

―
―
―

10年超
―

415
3,232

―
―
―
―

431
3,275

―
―
―

―
―
―

1,023
―
90
―
―
―

1,338
―

114

48,381
97,915
120,217
1,023

―
102

24,132
131,979
149,854
1,338

―
121

2,017
735

6,265
―
―
12
―
1

1,586
―
―
―

合　計

平
成

　年
度

25

平
成

　年
度

26

（単位：百万円）

 25,796
118,876
138,564

990
ー
90

284,318

81,260
84,283
106,643
1,171
110
155

273,624

平成25年度 平成26年度
国 債
地 方 債
社 債
株 式
外 国 証 券
そ の 他 の 証 券
 合  計  

平成25年度、平成26年度とも該当ありません。

◆ 商品有価証券平均残高
　平成25年度、平成26年度とも該当ありません。

◆ 有価証券の時価等情報
■売買目的有価証券

（単位：百万円）

種　　類

合　　計

平成25年度
貸借対照表
計上額 時　価 差　額

－
－

1,498
－

1,498
－
－
－
－
－

1,498

－
－

1,547
－

1,547
－
－
－
－
－

1,547

－
－
48
－
48
－
－
－
－
－
48

平成26年度
貸借対照表
計上額 時　価 差　額

 －
－

1,099
－

1,099
－
－
－
－
－

1,099

 －
－

1,125
－

1,125
－
－
－
－
－

1,125

－
－
26
－
26
－
－
－
－
－
26

時価が貸借対照表計上額を
超えるもの

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの

国 債
地 方 債
社 債
そ の 他
 小  計  
国 債
地 方 債
社 債
そ の 他
 小  計  

（注）1. 時価は、期末日における市場価格等に基づいています。
　　2. 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めていません。

■満期保有目的の債券

（注）1.

2.

3.

4.
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　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、理事及び監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報
酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されています。

■時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券
（単位：百万円）

平成25年度

30
457
487

平成26年度
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

 30
605
635

◆ 金銭の信託の時価等情報

◆ デリバティブ取引の情報

平成25年度、平成26年度とも該当ありません。■運用目的の金銭の信託

平成25年度、平成26年度とも該当ありません。■金利関連取引

■通貨関連取引

平成25年度、平成26年度とも該当ありません。■その他の金銭の信託

平成25年度、平成26年度とも該当ありません。■子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
（単位：百万円）

種　　類

合　　計

平成25年度
貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

474
240,814
48,381
82,773
109,660

90
241,379

61
24,201

―
15,142
9,059
12

24,275
265,655

432
236,890
47,893
81,365
107,631

77
237,400

70
24,621

―
15,167
9,454
12

24,705
262,105

42
3,924
487

1,407
2,029
12

3,979
△9

△420
―

△24
△395

―
△429
3,549

平成26年度
貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

 674
300,119
24,132
131,979
144,007

114
300,908

29
4,748

―
―

4,748
7

4,785
305,693

441
291,043
23,489
128,277
139,276

77
291,562

32
4,828

―
―

4,828
7

4,869
296,432

232
9,076
643

3,702
4,730
36

9,345
△3
△80
―
―

△80
―

△83
9,261

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株 式
債 券
 国 債
   地 方 債
 社 債
そ の 他
 小  計  
株 式
債 券
 国 債
   地 方 債
 社 債
そ の 他
 小  計  

貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいています。
時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めていません。

平成25年度、平成26年度とも該当ありません。■満期保有目的の金銭の信託

平成25年度、平成26年度とも該当ありません。■株式関連取引

平成25年度、平成26年度とも該当ありません。■商品関連取引

平成25年度、平成26年度とも該当ありません。■クレジットデリバティブ取引

平成25年度、平成26年度とも該当ありません。■債券関連取引

平成25年度 平成26年度
（単位：百万円）

時　価 評価損益契約額等 契約額等のうち
1年超のもの時　価 評価損益契約額等 契約額等のうち

1年超のもの
売 建
買 建

為替
予約  ― ―  ―

9 △0 △0
― 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

― 
― 

■その他有価証券

合　　計

子会社・子法人等株式
非上場株式

◆ 対象役員
報酬体系について

■報酬体系の概要
基本報酬及び賞与
　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与は、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しています。
　そのうえで、各理事の基本報酬額は役位や在任年数等を、各理事の賞与額は前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定しています。
また、各監事の基本報酬額及び賞与額は、監事の協議により決定しています。

■平成26年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

退職慰労金
　退職慰労金は、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っています。
　なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めています。
　　ａ．決定方法　ｂ．支払手段　ｃ．決定時期と支払時期

対象役員に
対する報酬等 146

支払総額区　　　　分
（単位：百万円） 対象役員に該当する理事は9名、監事は3名です。

左記の内訳は、「基本報酬」102百万円、「賞与」24百万円、「退職慰労金」20百万円となっています。（期中に退任した者を含む）
なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当
年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。
「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職
慰労引当金の合計額です。
使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めています。

◆ 退職給付債務に関する事項 （単位：千円）

区　　　　分 金　　　　　額

退職給付債務
年金資産
前払年金費用
未認識過去勤務費用
未認識数理計算上の差異
その他（会計基準変更時差異の未処理額）
退職給付引当金

（Ａ） 
（Ｂ）
（Ｃ）
（Ｄ） 
（Ｅ）
（Ｆ）
（Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ－Ｆ）

平成25年度
1,476,589

―
―
―

△99,037
―

1,575,626

平成26年度
1,592,209

―
―
―

36,192
―

1,556,017

◆ 採用している退職給付制度の概要
　当金庫が採用している退職給付制度は、退職一時金、総合型確定拠出年金です。
　また、総合設立型の基金である全国信用金庫厚生年金基金に加入しています。

　「信用金庫法施行規則第132条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影
響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成24年3月29日付金融庁告示第22号）第3条第1項第3号及び第5号並びに第2項第
3号及び第5号に該当する事項はありませんでした。

■その他

　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の職
員、当金庫の主要な連結子法人等の役職員であって、対象役員が受ける報酬
等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に
重要な影響を与える者をいいます。
　なお、平成26年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めています。
「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の連結総資産
に対して２％以上の資産を有する会社等をいいます。なお、平成26年度において
は、該当する会社はありませんでした。
「同等額」は 、平成26年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としています。
平成26年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者
はいませんでした。

◆ 対象職員等

退職給付会計に関する事項

（注）1.
2.

上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
時価の算定にあたっては、割引現在価値等により算定しております。

（注）1.
2.

（注）1.
2.

3.

（注）1.
2.

3.
4.

時価評価対象取引

平成25年度、平成26年度とも該当ありません。ヘッジ会計対象取引

店 

頭
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平成25年度項　　　　　　　目 経過措置による
不算入額

平成26年度 経過措置による
不算入額

自己資本の充実の状況
◆ 自己資本に関する事項
■自己資本の状況
　当金庫の自己資本は、事業年度ごとに当期純利益を踏まえ積み立てた内部留保と、地域のお客さまからの出資金で構成されています。毎期安定した利
益を計上し、内部留保による資本の積み上げ等を行っており、経営の健全性・安全性を確保しています。
　3月末の自己資本比率は21.04％となり、早期是正措置の適用基準である4％を大幅に上回っています。

■自己資本の構成に関する開示事項

（単位：百万円）

（単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目　　（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
　　うち、出資金及び資本剰余金の額
　　うち、利益剰余金の額
　　うち、外部流出予定額（△）
　　うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
　　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
　　うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額の
うち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　（イ）
コア資本に係る調整項目　　（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
　　うち、のれんに係るものの額 
　　うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の
　　充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しています。なお、当金庫は国内基準を採用しています。

48,752
1,736
47,129
103
△9

1,769
1,769

―
―

―

738

51,260

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

50,403
1,731
48,780
103
△4

1,327
1,327

―
―

―

631

52,362

6
―
6
―
―
―
―
―
―
―
―
―

31
―
31
―
―
―
―
―
―
―
―
―

24
―
24
―
―
―
―
―
―
―
―
―

■自己資本の充実度に関する事項

〈オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法〉
粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

所要自己資本の額＝リスク・アセット×4％
「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引
及び派生商品取引の与信相当額等のことです。 
｢3ヵ月以上延滞等｣とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞し
ている債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の政府関係機関向け｣、｢金融機関向け｣、
｢法人等向け｣においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。

当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しています。

単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％

（単位：百万円）

229,066
240,374

38
20,467
73,732
66,323
15,745
17,015
2,017

8
1,220
993
993

40,985

21,633

1,929

1,843
15,578

―
1,672

△12,979

18,617
247,684

9,162
9,614

1
818

2,949
2,652
629
680
80
0
48
39
39

1,639

865

77

73
623
―
66

△519

744
9,907

230,707
242,102

27
14,369
85,464
65,629
15,848
12,942
774
7

1,297
1,112
1,112
43,152

21,633

1,929

1,896
17,692

―
1,585

△ 12,980

18,098
248,805

9,228
9,684

1
574

3,418
2,625
633
517
30
0
51
44
44

1,726

865

77

75
707
―
63

△ 519

723
9,952

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額
平成25年度 平成26年度

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計
　　標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー
　　　　我が国の政府関係機関向け
　　　　金融機関向け
　　　　法人等向け
　　　　中小企業等向け及び個人向け
　　　　抵当権付住宅ローン
　　　　不動産取得等事業向け
　　　　3ヵ月以上延滞等
　　　　取立未済手形
　　　　信用保証協会等による保証付
　　　　出資等
　　　　　　出資等のエクスポージャー
　　　　上記以外
　　　　　　他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通出資等
　　　　　　に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー
　　　　　　信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る
　　　　　　調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー
　　　　　　特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー
　　　　　　上記以外のエクスポージャー
　　証券化エクスポージャー
　　経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
　　他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る
　　経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 
ロ．オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額  
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ）  

（注）1.
2.

3.

4.

5.

◆ 退職給付費用に関する事項 （単位：千円）

区　　　　分 金　　　　　額
平成25年度 平成26年度
274,362
23,037

―
―

△4,877
―
―

292,522

　272,138
22,148

―
―

△9,804
―
―

284,482

（Ａ）
（Ｂ）
（Ｃ）
（Ｄ） 
（Ｅ）
（Ｆ）
（Ｇ）
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）

勤務費用
利息費用
期待運用収益
過去勤務費用の費用処理額
数理計算上の差異の費用処理額
会計基準変更時差異の費用処理額
その他（臨時に支払った割増退職金等）
退職給付費用

◆ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項
摘　　　　　要区　　　　分

（1）割引率
（2）長期期待運用収益率
（3）退職給付見込額の期間配分方法
（4）過去勤務費用の額の処理年数
（5）数理計算上の差異の処理年数
（6）会計基準変更時差異の処理年数

期間定額基準
一 年（発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法による）

10年（発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理する）
 ― 年

平成25年度
1.5％
－％

平成26年度
0.5%
－%

特定項目に係る１０パーセント基準超過額
　　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
特定項目に係る１５パーセント基準超過額
　　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額　　
コア資本に係る調整項目の額　　　　　　（ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　（ハ）
リスク・アセット等　　　　　（３）
信用リスク・アセットの額の合計額
　　うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
　　　　うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）
　　　　うち、繰延税金資産
　　　　うち、前払年金費用
　　　　うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
　　　　うち、上記以外に該当するものの額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　（ニ）
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ））

平成25年度項　　　　　　　目 経過措置による
不算入額

平成26年度 経過措置による
不算入額

―
―
―
―
―
―
―
―
―

51,260

229,066
△11,307

31
―
―

△12,979
1,640
18,617

―
―

247,684

20.69%

―
―
―
―
―
―
―
―
6

52,356

230,707
△11,395

24
―
―

△12,980
1,560
18,098

―
―

248,805

21.04%

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
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◆ 信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）
■信用リスク管理の方針及び手続きの概要

■信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高

さら

　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当金庫の資産の価値が減少ないし消失し、損失を受けるリスクのことです。
　当金庫では、日々のお取引関係から得られる情報をもとに、潜在的なリスクも含め、適切にお客さまのリスクを認識し、お客さまとともにそのリスクを
極小化することを第一義としています。これらの中間管理の手法として、営業店と本部・審査管理部門において個々に異なるお客さまの課題を認識し、課題
解決に取り組むことにより信用リスクを管理しています。
　また、営業推進部門から独立した審査管理部門において公共性、成長性、安全性、収益性、流動性
の五原則に照らし厳正な審査を行うとともに、特定の業種や大口取引に偏ることなく、小口多数取
引を推進することでリスクの分散に努めています。大口与信取引、異例な与信取引等については常
務会で審議を行うとともに、規程に則り、常勤理事会、理事会に付議する体制としています。
　信用リスクの管理については、信用格付や自己査定による債務者区分別、業種別に与信ポート
フォリオ管理を行うほか、与信集中管理として大口与信先管理を実施するとともに、VaR分析によ
りリスク量を算定しています。これらについて分析を行い、経営陣に月次報告するとともに、必要に
応じてリスク管理委員会、常勤理事会及び理事会に報告することとしています。なお、VaR分析によ
る3月末の信用リスク量は4,217百万円です。

（単位：百万円）

信用リスクエクスポージャー期末残高エクスポージャー区分

地域区分
業種区分
期間区分

貸出金、コミットメント
及びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

3ヵ月以上延滞
エクスポージャー債　券 デリバティブ取引

25年度 26年度 26年度 26年度25年度 25年度
667,904

―
667,904
24,580
1,081
783
222

21,309
13,365
3,392
22,543
23,936
112,369
50,372
764

1,329
2,412
6,333
7,014
1,527
16,164
7,829

246,309
86,648
17,613
667,904
73,172
57,510
96,947
31,831
382,500
25,942
667,904

 677,564
―

677,564
23,825
1,051
788
174

20,171
11,856
4,312
35,749
22,427
81,783
47,032
924

1,694
2,025
6,444
6,322
1,478
20,312
8,489

277,521
85,797
17,381
677,564
70,000
44,731
54,767
48,026
439,222
20,815
677,564

282,567
―

282,567
21,578
1,081
783
222

21,309
34
854

16,687
21,481
9,803
46,042
764

1,329
2,382
6,333
7,008
1,527
16,164
7,766
12,763
86,648

―
282,567
50,745
20,560
29,592
17,531
163,122
1,015

282,567

290,252
―

290,252
20,525
1,051
788
174

20,171
37
799

28,469
19,973
9,698
43,704
924

1,694
1,995
6,444
6,316
1,478
20,312
8,407
11,485
85,797

2
290,252
46,195
22,380
30,625
19,014
171,068

968
290,252

 296,970
―

296,970
3,110

―
―
―
―

11,757
3,316
7,031
2,402

―
3,316

―
―
―
―
―
―
―
―

266,034
―
―

296,970
1,334
1,574
766

28,749
264,545

―
296,970

263,010
―

263,010
2,812

―
―
―
―

13,270
2,313
5,735
2,402
2,692
4,319

―
―
―
―
―
―
―
―

229,462
―
―

263,010
973

8,983
38,385
13,850
200,817

―
263,010

2,706
―

2,706
274
56
21
―

435
―
―
18
474
4

500
―
7
39
73
117
―
―
70
―

611
―

2,706

1,209
―

1,209
70
50
0
―

256
―
―
―

164
1
49
―
1
―
24
75
―
―
47
―

467
―

1,209

国　内
国　外
　　　   地域別合計
製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個人
その他
　　　   業種別合計
1年以下
1年超3年以下
3年超5年以下
5年超7年以下
7年超
期間の定めのないもの
　　   残存期間別合計

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 ―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

26年度25年度 26年度25年度

「3ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等及び業種区分に分類することが困難なエクスポージャーのことです。
具体的には現金、有形固定資産などが含まれます。
業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。

■リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

■一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：百万円）

期首残高 当期増加額
当期減少額

平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度

1,769
1,327
4,023
4,106
5,792
5,433

2,277
1,769
3,030
3,779
5,308
5,548

―
―

644
243
644
243

1,769
1,327
4,023
4,106
5,792
5,433

2,277
1,769
3,674
4,023
5,952
5,792

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

　合　　　計

その他 期末残高目的使用

当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しています。     
業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。     

（単位：百万円）

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
250%

告示で定める
リスク・ウェイト区分（％）

エクスポージャーの額

合　　計

平成25年度
格付適用有り 格付適用無し

―
―

112,315
―

33,149
―

4,734
―
―

 ―
―

83,132
―

31,599
―

4,728
―
―

 295,721
13,606
296

45,970
462

81,624
119,361

304
758

264,202
13,163
364

45,763
859

82,418
109,397

796
737

667,904 677,566

平成26年度
格付適用有り 格付適用無し

■業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等
（単位：百万円）

個別貸倒引当金

236
17
1
96
718
―
27
221
667
202
627
―
12
9

134
30
36
―
10
―

625
3,674

912
17
8
91
620
―
25
229
532
5

646
―
0
―
83
83
―
21
64
―

680
4,023

1,042
21
7
84
636
―
22
225
381
2

772
―
0
―
65
87
―
22
56
―

675
4,106

24
―
1
―
34
―
―
―

134
3
0
―
―
―
4
―
―
―
8
―
30
243

912
17
8
91
620
―
25
229
532
5

646
―
0
―
83
83
―
21
64
―

680
4,023

11
0
0
―

168
―
―
―

181
102
44
―
4
9
35
5
2
―
―
―
78
644

224
16
1
96
549
―
27
221
486
100
582
―
7
0
98
24
34
―
10
―

547
3,030

887
17
7
91
585
―
25
229
398
2

646
―
0
―
78
83
―
21
55
―

649
3,779

1,042
21
7
84
636
―
22
225
381
2

772
―
0
―
65
87
―
22
56
―

675
4,106

1
―
―
―
12
―
―
―
30
1
―
―
―
―
0
11
―
―
10
―
31
101

912
17
8
91
620
―
25
229
532
5

646
―
0
―
83
83
―
21
64
―

680
4,023

17
―
―
―
80
―
―
―
91
―
79
―
―
―
―
1
―
1
9
―
51
333

26年度 26年度 26年度 26年度 26年度 26年度25年度 25年度 25年度 25年度 25年度 25年度
製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個人
　　　　　 合　　計

当期減少額
期首残高 当期増加額

目的使用 その他
期末残高

貸出金償却

適格格付機関
　金融機関がリスクを算出するにあたり用いること
ができる格付を付与する格付機関のことです。適格
性の基準に照らし、適格と認められる機関を金融庁
長官が定めています。

リスク・ウェイト
　債権の危険度を表す指標のことです。
　当金庫では、リスク・ウェイトの判定に使用する適
格格付機関として、以下の4機関を採用しています。
　なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機
関の使い分けは行っておりません。
●株式会社 格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
●株式会社 日本格付研究所（ＪＣＲ）
●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）
●スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（Ｓ＆Ｐ）

（注）1.
2.

3.

（注）1.
2.

格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。    
エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。

（注）1.
2.

用語説明

　リスクに晒されている資産のことを指し
ます。具体的には、貸出金、外国為替取引、デ
リバティブ取引などの与信取引と、有価証券
などの投資資産が該当します。

エクスポージャー

用語説明
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◆ 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

■信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

◆ 証券化エクスポージャーに関する事項
■証券化エクスポージャーに関するリスク管理の方針及びリスク特性の概要
　当金庫は、有価証券投資の一環で投資家として証券化取引を行っており、オリジネーターとし
ての取引は行っていません。当金庫が保有する証券化エクスポージャーは、信用リスク及び市場
リスクが内包されていますが、「証券化商品管理要領」に基づき適正な運用・管理を行っていま
す。なお、当金庫では再証券化取引に該当する取引はありません。また、証券化取引のうち、信用
リスク削減手法として用いる取引はありません。
　証券化エクスポージャーへの投資の可否については、市場環境、証券化エクスポージャー及びそ
の裏付資産に係る市場の状況等、当該証券化エクスポージャーに関するデューデリジェンスやモニ
タリングに必要な各種情報が投資期間を通じて継続的または適時に入手可能であることを市場運
用部門において事前に確認しています。また、当該証券化エクスポージャーの裏付資産の状況、パフォーマンス、当該証券化商品に内包されるリスク及び構造上
の特性等の分析を行い、リスク管理部門による確認を経たうえで、「資金運用専決権限規程」に基づく権限者の決裁により投資の可否を最終決定しています。
　市場運用部門は、保有している証券化エクスポージャー及びその裏付資産に係る情報について、信託銀行や証券会社等から半期ごと及び適時に収集
し、リスク管理部門に報告を行っています。リスク管理部門は、報告内容を確認し、必要に応じて個別案件ごとに信用補完の十分性、スキーム維持の蓋然
性等の検証を行っています。
　当金庫では、標準的手法により信用リスク・アセット額を算出しています。算出にあたっては、適格格付機関（注）の格付をリスク・ウェイトの判定に使用
しています。また、証券化取引に関する金融資産及び金融負債の発生と消滅の認識、その評価及び会計処理については、「有価証券等会計処理基準」及び
日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」等に従い、適正な会計処理を行っています。
　なお、当金庫はオリジネーターとして証券化取引を取り扱っていないため、当金庫の子法人・関連会社等においては、当金庫が行った証券化取引に係る
証券化エクスポージャーを保有していません。

（注）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、P.55の用語説明に記載しています。

証券化取引
　貸出債権等の原資産に係る信用リスクを優先
劣後構造の関係にある二以上のエクスポー
ジャーに階層化し、その一部または全部を第三
者に移転する性質を有する取引をいいます。
　証券化エクスポージャーとは、証券化取引に係
るエクスポージャーをいいます。

　平成25年度、平成26年度とも該当ありません。

◆ 信用リスク削減手法に関する事項
■信用リスク削減手法に関するリスク管理方針及び手続きの概要
　信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証などが該当しま
す。当金庫では、融資の取り上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度から可否の判断をしており、担保
や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けと認識しています。ただし、与信審査の結果、担保または保証が必要な場合には、お客さまへ十分
説明を行いご理解をいただいた上でご契約いただくなど、適正な取扱いに努めています。
　当金庫が取り扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関及び民間保証等があり、
「貸出規程」「貸出事務取扱要領」に基づき適切な事務を行っています。また、「不動産担保評価基準」等に基づき、適正な評価を行っています。
　また、お客さまが期限の利益を失われた場合には、全ての与信取引の範囲において預金相殺等を行うことがあります。この場合、各種約定書に基づき、
法的に有効である旨を確認のうえ取り扱うこととしています。
　なお、自己資本比率規制で定められている信用リスク削減手法には、適格金融資産担保として自金庫預金積金、保証として、国（政府）、地方公共団体及
び（一社）しんきん保証基金等が該当します。このうち、保証に関する信用度の評価は、国・地方公共団体については告示に基づく判定を行い、（一社）しん
きん保証基金等については適格格付機関が付与している格付により判定を行っています。信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関して
は、特に大口与信先、業種、エクスポージャーの種類に偏ることなく分散されています。

■オリジネーターの場合
　平成25年度、平成26年度とも該当ありません。

　平成25年度、平成26年度とも該当ありません。

　上場株式、上場優先出資証券、上場不動産投資信託、株式関連投資信託にかかるリスク
は、時価評価及び価格変動リスク額によるリスク計測により認識しています。市場の動向や
設定されたリスク限度枠・損失限度額の遵守状況を定期的にＡＬＭ委員会、リスク管理委員
会、常勤理事会へ報告しています。
　一方、非上場株式、子会社・関連会社株式、投資事業組合への出資金については、常勤理
事会等による機関決定を得たうえで、適正な運用・管理を行っています。また、リスクの状
況の評価については、財務諸表や運用報告に基づき定期的に実施しています。
　なお、当該取引にかかる会計処理については、「有価証券等会計処理基準」及び日本公
認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従い、適正な処理を行っています。

■投資家の場合

◆ 出資等エクスポージャーに関する事項
■銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の
　方針及び手続きの概要

　経済環境や金融環境の変化に伴い発生するリス
クをコントロールしながら、資金調達コストの削減及
び収益の極大化を図ることを目的に、資産・負債を
総合的に管理するものです。リスク管理に重点を置
き、主に金利や為替の変動リスクに対して一元的に
管理し、より高い収益を安定的に確保するため、さま
ざまな手法により収益管理を行います。

ＡＬＭ（Asset Liability Management）
＝資産・負債の総合管理

■貸借対照表計上額及び時価等

貸借対照表計上額 時　　価
上 場 株 式 等
非上場株式等
合　　　計

区　分

626
490

1,116

平成25年度 平成26年度
貸借対照表計上額

626
490

1,116

817
636

1,454

817
636

1,454

時　　価

（単位：百万円）

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

平成25年度 平成25年度平成26年度 平成26年度
信用リスク削減

手法ポートフォリオ
5,809 5,284 17,593 17,222

適格金融資産担保 保　　　証

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

（単位：百万円）

■出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

売却益
売却損
償　却

805
20
―

―
4
―

平成25年度 平成26年度
（単位：百万円）

（注）損益計算書における損益の額を記載しています。

用語説明

用語説明

■貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

評価損益 45 265
平成25年度 平成26年度

（単位：百万円）

■貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
　平成25年度、平成26年度とも該当ありません。



資
　料
　編

EHIME SHINKIN BANK DISCLOSURE 2015 ｜ 5958 ｜ EHIME SHINKIN BANK DISCLOSURE 2015

愛媛信友株式会社

あいしんビジネスサービス株式会社

従属業務（不動産の賃貸借）

従属業務（当金庫の業務委託）

主要な業務の名称連結子会社名

連結における自己資本の充実の状況
　連結における事業年度の開示事項（定性面）については、単体における開示事項の説明と大部分が重複するため、連結の範囲に関する事項のみ記載しています。

　当金庫グループは、当金庫と以下の子会社2社で構成しています。

◆ 連結の範囲に関する事項

資 産 基 準

当金庫の経常収益
子会社の経常収益の合計額 

当金庫の総資産額
子会社の総資産額の合計額

×100

×100

1.58％

0.04％

11,359百万円
180百万円

682,336百万円
282百万円

＝

＝

経 常 収 益 基 準

当金庫の利益剰余金
子会社の利益剰余金のうち持分の合計額

当金庫の当期純利益
子会社の当期純利益の額のうち持分の合計額

×100

×100

0.48％

0.42％

48,780百万円
235百万円

1,696百万円
7百万円

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

利益剰余金基準

利 益 基 準

　当金庫では、子会社は当金庫グループの財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいと認められるため、連結財務
諸表は作成しておりません。
　資産基準、経常収益基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は下記のとおりです。なお、下記算式において、当金庫と子会社間の債権債務及び相
互の取引による収益・費用は相殺消去しておりません。

■金利リスク量

銀行勘定の金利リスク量は、運用勘定と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定します。

区　分

運用勘定 調達勘定

平成25年度 平成25年度平成26年度 平成26年度
区　分 金利リスク量 金利リスク量

貸出金
有価証券等
預け金等
運用勘定合計

定期性預金
流動性預金
その他
調達勘定合計

4,760
0
9

4,771

 4,249
0
4

4,255

銀行勘定の金利リスク

6,258
18,857
1,956
27,073

 6,778
22,873
1,524
31,176

22,302 26,921

（単位：百万円）

BPV（べーシス・ポイント・バリュー）分析手法により全ての期間の金利が100BP（1％）変化した場合における現在価値の変化額を計測しています。
「資金運用・調達勘定｣のうち、金利感応資産を対象としています。

◆ オペレーショナル･リスクに関する事項
■オペレーショナル・リスク管理の方針及び手続きの概要
　オペレーショナル・リスクとは、業務上における不適切な処理等で生
じる事象により損失を受けるリスクのことです。
　当金庫では、オペレーショナル・リスクについて、事務リスク、システム
リスク、その他のオペレーショナル・リスク（法務リスク、風評リスク、人
的リスク、有形資産リスク等）を含む幅広いリスクとして捉えています。
これらのリスクは、当金庫におけるすべての業務処理にあたって存在す
るものであり、「極小化すべきリスク」として「リスク管理の基本方針」
「オペレーショナル・リスクの管理方針」「事務リスクの管理方針」「シス
テムリスクの管理方針」及び諸規程・事務取扱要領等に基づき、リスク
管理部門による業務処理の統制・指導のもと、本部と営業店が一体とな
りリスクの顕現化の未然防止に努めています。
　なお、オペレーショナル・リスク相当額は、粗利益をベースに算出する
「基礎的手法」により把握しています。同手法に基づく3月末のオペレー
ショナル・リスク相当額は1,447百万円です。

事務リスク
　事務上のミスや不正により損
失を受けるリスクのことです。

　コンピュータシステムのダウ
ン、誤作動、システム不備、不正利
用などにより損失を受けるリスク
のことです。

　経営・業務に係る法令、金庫内
規程等に違反する行為ならびに
そのおそれがある行為が発生す
ることで、当金庫の信用が失墜し
損失を受けるリスクのことです。

　お客さまから見た当金庫への
安心度、信頼度が損なわれること
による評判の低下や、風説の流布
など、当金庫の信用が著しく低下
することにより損失を受けるリス
クのことです。

　報酬・手当・解雇等の人事運営
上の不公平・不公正や、差別的行
為（セクシャルハラスメント、パ
ワーハラスメント等）により損失
を受けるリスクのことです。

　災害その他の事象で有形資産
が毀損・損害を被ることにより損
失を受けるリスクのことです。

システムリスク

法務リスク

風評リスク

人的リスク

有形資産リスク

◆ 金利リスクに関する事項
■金利リスク管理の方針及び手続きの概要

　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響のことをいいます。金利リスクは、「リスク管理の基本
方針」「市場リスクの管理方針」に基づき、価格変動リスク、流動性リスクと併せてALMにより一元的に管理し、リスクの許容範囲内における収益の極大
化、もしくは過度のリスクを回避して損失額を極小化することで、安定的な収益の確保に努めています。
　当金庫では、主にVaR分析、BPV分析により算定したリスク量に基づき、資産の調達・運用に関する戦略等をALM委員会で審議するとともに、定期的
にリスク管理委員会、常勤理事会へ報告しています。また、ポジション枠やリスク限度額の変更など重要な事項については、リスク管理委員会の協議を経
て常勤理事会へ諮ることとしています。
　なお、VaR分析による3月末の金利リスク量は14,885百万円、価格変動リスク量は1,080百万円です。

■アウトライヤー比率
　アウトライヤー規制に基づく金利リスク量は、次の定義に基づいて算
定しています。

　3月末の金利リスク量は6,174百万円、アウトライヤー比率は11.792％
となり、アウトライヤー基準（20％）を下回っています。

・ 金利変動幅は、保有期間１年、観測期間５年で計測される金利変動
の１パーセンタイル値と99パーセンタイル値で算出しています。

・ 金融庁の中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針に基づくコ
ア預金（金利リスク算出基準日における残高の50％）を算出のうえ、
リスク量を算定しています。

アウトライヤー規制
　銀行勘定における金利リスク量が自己資本に対して20％を超える経済
価値の低下が生じる金融機関（＝アウトライヤー銀行）について、金融庁が
自己資本比率規制の早期警戒制度のなかでモニタリングを行うものです。

パーセンタイル
　計測値の分布を並べかえ、パーセント表示をすることによって、ある
計測値が全体のどこに位置するのかを測定する単位です。
　例えば，測定値として100個ある場合、99パーセンタイル値であれば
小さい方から数えて99番目に位置します。

コア預金
　明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出され
る預金（当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、別段預金、納税準備
預金）のうち、引き出されることなく長期間滞留する預金のことです。

（注）1.
2.

用語説明
用語説明

（単位：百万円）

自己資本額
52,356

アウトライヤー
基準20％

アウトライヤー規制に
基づく金利リスク量

6,174

アウトライヤー比率
11.792％
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◆ 自己資本に関する事項
（単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目　　（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
　　うち、出資金及び資本剰余金の額
　　うち、利益剰余金の額
　　うち、外部流出予定額（△）
　　うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に算入されるその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等
　　うち、為替換算調整勘定
　　うち、退職給付に係るものの額
コア資本に係る調整後少数株主持分の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
　　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
　　うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
少数株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　（イ）
コア資本に係る調整項目　　（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
　　うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額
　　うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る１０パーセント基準超過額
　　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
特定項目に係る１５パーセント基準超過額
　　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
コア資本に係る調整項目の額　　　　　　（ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　  （ハ）
リスク・アセット等　　　　　（３）
信用リスク・アセットの額の合計額
　　うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
　　　　うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）
　　　　うち、繰延税金資産
　　　　うち、退職給付に係る資産
　　　　うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
　　　　うち、上記以外に該当するものの額 
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額　　　　  （ニ）
連結自己資本比率
連結自己資本比率（（ハ）／（ニ））

平成25年度 平成26年度項　　　　　　　目 経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

48,981
1,736
47,357
103
△9
―
―
―
―

1,769
1,769

―
―

―

738

―
51,488

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

51,488

229,136
△11,307

31
―
―

△12,979
3,466
18,577

―
―

247,713

20.78%

50,639
1,731
49,015
103
△4
―
―
―
―

1,327
1,327

―
―

―

631

―
52,598

6
―
6
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
6

52,592

230,775
△11,395

24
―
―

△12,980
3,034
18,051

―
―

248,826

21.13%

24
―
24
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

31
―
31
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

所要自己資本の額＝リスク・アセット×4％
「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。 
｢3ヵ月以上延滞等｣とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の政府関係機関向け｣、
｢金融機関向け｣、｢法人等向け｣においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。
当金庫グループは、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しています。

連結総所要自己資本額＝連結自己資本比率の分母の額×4％

（単位：百万円）

229,136
240,444

38
20,467
73,732
66,323
15,745
17,015
2,017

8
1,220
993
993

41,056

21,633

1,929

1,843
15,649

―
1,672

△12,979

18,577
247,713

9,165
9,617

1
818

2,949
2,652
629
680
80
0
48
39
39

1,642

865

77

73
625
―
66

△519

743
9,908

230,775
242,170

27
14,369
85,464
65,629
15,848
12,942
774
7

1,297
1,112
1,112
43,221

21,633

1,929

1,896
17,761

―
1,585

△ 12,980

18,051
248,826

9,231
9,686

1
574

3,418
2,625
633
517
30
0
51
44
44

1,728

865

77

75
710
―
63

△ 519

722
9,953

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額
平成25年度 平成26年度

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計
　　標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー
　　　　我が国の政府関係機関向け
　　　　金融機関向け
　　　　法人等向け
　　　　中小企業等向け及び個人向け
　　　　抵当権付住宅ローン
　　　　不動産取得等事業向け
　　　　3ヵ月以上延滞等
　　　　取立未済手形
　　　　信用保証協会等による保証付
　　　　出資等
　　　　　　出資等のエクスポージャー
　　　　上記以外
　　　　　　他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通出資等
　　　　　　に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー
　　　　　　信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る
　　　　　　調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー
　　　　　　特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー
　　　　　　上記以外のエクスポージャー
　　証券化エクスポージャー
　　経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
　　他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る
　　経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額
ロ．オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額  
ハ．連結総所要自己資本額（イ＋ロ）

■自己資本の構成に関する事項 ■自己資本の充実度に関する事項

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充
実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しています。なお、当金庫グループは国内基準を採用しています。

（注）1.
2.
3.

4.

5.

〈オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法〉

資
　料
　編
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資
　料
　編

（単位：百万円）

期首残高 当期増加額
当期減少額

平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度
平成25年度
平成26年度

1,769
1.327
4,023
4,106
5,792
5,433

2,277
1,769
3,030
3,779
5,308
5,548

―
―

644
243
644
243

1,769
1,327
4,023
4,106
5,792
5,433

2,277
1,769
3,674
4,023
5,952
5,792

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

　合　　　計

その他 期末残高目的使用

■一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

◆ 信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）
■信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高 （単位：百万円）

信用リスクエクスポージャー期末残高エクスポージャー区分

地域区分
業種区分
期間区分

貸出金、コミットメント
及びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

3ヵ月以上延滞
エクスポージャー債　券 デリバティブ取引

25年度 26年度 26年度 26年度25年度 25年度
667,974

―
667,974
24,580
1,081
783
222

21,309
13,365
3,392
22,543
23,936
112,369
50,362
764

1,329
2,412
6,333
7,014
1,527
16,164
7,809

246,309
86,648
17,714
667,974
73,172
57,510
96,947
31,831
382,500
26,012
667,974

677,632
―

677,632
23,825
1,051
788
174

20,171
11,856
4,312
35,749
22,427
81,783
47,022
924

1,694
2,025
6,444
6,322
1,478
20,312
8,469

277,521
85,797
17,480
677,632
70,000
44,731
54,767
48,026
439,222
20,884
677,632

290,252
―

290,252
20,525
1,051
788
174

20,171
37
799

28,469
19,973
9,698
43,704
924

1,694
1,995
6,444
6,316
1,478
20,312
8,407
11,485
85,797

2
290,252
46,195
22,380
30,625
19,014
171,068

968
290,252

296,970
―

296,970
3,110

―
―
―
―

11,757
3,316
7,031
2,402

―
3,316

―
―
―
―
―
―
―
―

266,034
―
―

296,970
1,334
1,574
766

28,749
264,545

―
296,970

1,209
―

1,209
70
50
0
―

256
―
―
―

164
1
49
―
1
―
24
75
―
―
47
―

467
―

1,209

 282,567
―

282,567
21,578
1,081
783
222

21,309
34
854

16,687
21,481
9,803
46,042
764

1,329
2,382
6,333
7,008
1,527
16,164
7,766
12,763
86,648

―
282,567
50,745
20,560
29,592
17,531
163,122
1,015

282,567

 263,010
―

263,010
2,812

―
―
―
―

13,270
2,313
5,735
2,402
2,692
4,319

―
―
―
―
―
―
―
―

229,462
―
―

263,010
973

8,983
38,385
13,850
200,817

―
263,010

2,706
―

2,706
274
56
21
―

435
―
―
18
474
4

500
―
7
39
73
117
―
―
70
―

611
―

2,706

国　内
国　外
　　　   地域別合計
製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個人
その他
　　　   業種別合計
1年以下
1年超3年以下
3年超5年以下
5年超7年以下
7年超
期間の定めのないもの
　　   残存期間別合計

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 ―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

26年度25年度 26年度25年度

「3ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等及び業種区分に分類することが困難なエクスポージャーのことです。
具体的には現金、有形固定資産などが含まれます。
業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。

■業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等

当金庫グループは、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しています。     
業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。     

（単位：百万円）

個別貸倒引当金

236
17
1
96
718
―
27
221
667
202
627
―
12
9

134
30
36
―
10
―

625
3,674

912
17
8
91
620
―
25
229
532
5

646
―
0
―
83
83
―
21
64
―

680
4,023

1,042
21
7
84
636
―
22
225
381
2

772
―
0
―
65
87
―
22
56
―

675
4,106

24
―
1
―
34
―
―
―

134
3
0
―
―
―
4
―
―
―
8
―
30
243

912
17
8
91
620
―
25
229
532
5

646
―
0
―
83
83
―
21
64
―

680
4,023

11
0
0
―

168
―
―
―

181
102
44
―
4
9
35
5
2
―
―
―
78
644

224
16
1
96
549
―
27
221
486
100
582
―
7
0
98
24
34
―
10
―

547
3,030

887
17
7
91
585
―
25
229
398
2

646
―
0
―
78
83
―
21
55
―

649
3,779

1,042
21
7
84
636
―
22
225
381
2

772
―
0
―
65
87
―
22
56
―

675
4,106

1
―
―
―
12
―
―
―
30
1
―
―
―
―
0
11
―
―
10
―
31
101

912
17
8
91
620
―
25
229
532
5

646
―
0
―
83
83
―
21
64
―

680
4,023

17
―
―
―
80
―
―
―
91
―
79
―
―
―
―
1
―
1
9
―
51
333

26年度 26年度 26年度 26年度 26年度 26年度25年度 25年度 25年度 25年度 25年度 25年度
製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個人
　　　　　 合　　計

当期減少額
期首残高 当期増加額

目的使用 その他
期末残高

貸出金償却

■リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
（単位：百万円）

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
250%

告示で定める
リスク・ウェイト区分（％）

エクスポージャーの額

合　　計

平成25年度
格付適用有り 格付適用無し

―
―

112,315
―

33,149
―

4,734
―
―

―
―

83,132
―

31,599
―

4,728
―
―

295,721
13,606
296

45,970
462

81,624
119,428

304
758

264,202
13,163
364

45,763
859

82,418
109,468

796
737

667,974 677,632

平成26年度
格付適用有り 格付適用無し

◆ 信用リスク削減手法に関する事項
■信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

平成25年度 平成25年度平成26年度 平成26年度
信用リスク削減

手法ポートフォリオ
 5,809  5,284 17,222  17,593

適格金融資産担保 保　　　証

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

（単位：百万円）

（注）1.
2.

3.

（注）1.
2.

格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。

（注）1.
2.
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1.金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
　（1）事業の組織
　（2）理事及び監事の氏名及び役職名
　（3）会計監査人の氏名又は名称
　（4）事務所の名称及び所在地
2.金庫の主要な事業の内容
3.金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
　（1）直近の事業年度における事業の概況
　（2）直近の5事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項
　　  ①経常収益　②経常利益又は経常損失　③当期純利益又は当期純損失
　　  ④出資総額及び出資総口数　⑤純資産額　⑥総資産額　⑦預金積金残高
　　  ⑧貸出金残高　⑨有価証券残高　⑩単体自己資本比率　
　　  ⑪出資に対する配当金　⑫職員数
　（3）直近の2事業年度における事業の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項
　　  ①主要な業務の状況を示す指標
　　　  ア.業務粗利益及び業務粗利益率
　　　  イ.資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支
　　　  ウ.資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや
　　　  エ.受取利息及び支払利息の増減
　　　  オ.総資産経常利益率
　　　  カ.総資産当期純利益率 
　　  ②預金に関する指標
　　　  ア.流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高
　　　  イ.固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高
　　  ③貸出金等に関する指標
　　　  ア.手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
　　　  イ.固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
　　　  ウ.担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額
　　　  エ.使途別の貸出金残高
　　　  オ.業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
　　　  カ.預貸率の期末値及び期中平均値
　　  ④有価証券等に関する指標
　　　  ア.商品有価証券の種類別の平均残高
　　　  イ.有価証券の種類別の残存期間別の残高
　　　  ウ.有価証券の種類別の平均残高
　　　  エ.預証率の期末値及び期中平均値
4.金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
　（1）リスク管理の体制
　（2）法令遵守の体制
　（3）中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
　（4）金融ADR制度への対応
5.金庫の直近の2事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
　（1）貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
　（2）貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
　　  ①破綻先債権に該当する貸出金
　　  ②延滞債権に該当する貸出金
　　  ③3ヵ月以上延滞債権に該当する貸出金
　　  ④貸出条件緩和債権に該当する貸出金
　（3）自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
　（4）次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
　　  ①有価証券
　　  ②金銭の信託
　　  ③信用金庫法施行規則第102条第1項第5号に掲げる取引
　（5）貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
　（6）貸出金償却の額
　（7）金庫が信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び
　　  剰余金処分計算書又は損失金処理計算書について会計監査人の監査を受けている
　　  場合にはその旨
6.報酬等に関する事項であって、金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与える
　ものとして金融庁長官が別に定めるもの

本資料は、信用金庫法第89条（銀行法第21条準用）に基づいて作成しています。
この規定（信用金庫法施行規則第132条）に定められた開示項目は以下のページに記載しています。

25
25
45

34～37
27

4～15
46

46・47

47

47・48

49

47

20
19

8～15
17

42～45
48

52～64
49・50

55
48

45

51・52

◆ 証券化エクスポージャーに関する事項
■連結グループがオリジネーターの場合
　平成25年度、平成26年度とも該当ありません。

■連結グループが投資家の場合

単体部分の開示内容（P.58・59）と同一です。◆ 金利リスクに関する事項

■連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額

◆ 出資等エクスポージャーに関する事項

◆ オペレーショナル・リスクに関する事項

■連結貸借対照表計上額及び時価等

　平成25年度、平成26年度とも該当ありません。

単体部分の開示内容（P.58）と同一です。

連結貸借対照表計上額 時　　価
上 場 株 式 等
非上場株式等
合　　　計

区　分

626
490

1,116

平成25年度 平成26年度
連結貸借対照表計上額

626
490

1,116

817
636

1,454

817
636

1,454

時　　価

（単位：百万円）

　平成25年度、平成26年度とも該当ありません。

■出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

■連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額

売却益
売却損
償　却

805
20
―

―
4
―

平成25年度 平成26年度
（単位：百万円）

評価損益 45 　265
平成25年度 平成26年度

（単位：百万円）

（注）損益計算書における損益の額を記載しています。

開示項目一覧◆ 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
　平成25年度、平成26年度とも該当ありません。


